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聖籠町告示第１５号 

 聖籠町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱を廃止す

る告示を次のように定める。  

  平成２９年３月１５日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

   聖籠町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱を廃

止する告示 

 聖籠町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱（平成２

１年聖籠町告示第１０３号）は、廃止する。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に工事が完了した者であって第１０条の  

決定を受けた者については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


